
 1割負担 地域密着型特別養護老人ホーム紬　入所料金表 令和6年8月1日現在

＊食費の内訳　朝食：410円　昼食：720円　夕食：670円となっております。おやつ：50円（回）は別途いただきます。

各種加算Ⅰ ☆要介護度や負担段階に関係なく共通料金

第3段階② 1,370

3,000
880
880

1,370

1,370

単位：円

単位：円

11/日 協力医療機関との間で感染発生時等の取り決めるとともに発生時に連携市対応。また、医療機関
が行う感染対策に関する研修又は訓練に参加している場合に算定

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5/日 協力医療機関による感染対策に関する実施指導を受けている場合に算定

協力医療機関連携加算
105/日
(6円）

協力医療機関との間で入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に行った場合に算定
※協力医療期間の要件の応じて（）内に金額へ変動あり
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サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

看護体制加算（Ⅱ）イ

看護体制加算（Ⅰ）イ

栄養マネジメント強化加算

1,370

3,000

初期加算

42/月

常勤の看護師を1名以上配置

看護職員を常勤換算方法で2名以上配置
病院との連携で24時間の連絡体制の確保

31/日 入所後30日に限り加算
30日以上の入院後、再び施設に戻られた場合も同様

12/日 栄養ケア計画を作成し、栄養管理を実施

13/日

24/日

日常生活継続支援加算
及び（Ⅰ）～（Ⅲ）の

重複算定は不可

介護福祉士が80％以上、または勤続10年以上の介護福祉
士が35％以上

介護福祉士が60％以上

介護福祉士が50％以上、または常勤職員が75％以上、ま
たは勤続7年以上の職員が30％以上

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

ADL維持等加算（Ⅰ）

ADL維持等加算（Ⅱ）施
設
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制
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高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

日常生活継続支援加算（Ⅱ）

安全対策体制加算

第3段階①

第4段階

116,095

入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況に係る
基本的な情報を厚生労働省に提出した場合に算定

ADL値を測定し、厚生労働省に提出した場合

390

170,903
60,977

5,513
1,967
2,057
2,807

5,587
2,045

175,615
65,782

1,360

21/日

48/日

23/日

19/日

6/日

担当者を配置し、安全対策を実施する体制を整備した場合に算定

要介護4～5の割合が70％以上、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が65％以上、たん吸引や経
管栄養等の必要な方が15％以上のいづれか1つ、かつ介護福祉士を入所者の数が6またはその端
数を増すごとに1名以上配置している場合

52/月

31/月

63/月



 1割負担 地域密着型特別養護老人ホーム紬　入所料金表 令和6年8月1日現在

11/日 見守り機器等のテクノロジーをひとつ以上導入し、利用者の安全並びに介護サービスの質の向上
および職員の負担軽減等の業務改善を行い、取り組み効果のデータ提供を行っている場合に算定

105/日 見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、利用者の安全並びに介護サービスの質の向上および
職員の負担軽減等の業務改善を行い、取り組み成果が確認されている場合に算定
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生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

サービス費および各加算合計の13.6％に相当する分介護職員等改善加算（Ⅱ）



 1割負担 地域密着型特別養護老人ホーム紬　入所料金表 令和6年8月1日現在

各種加算Ⅱ ☆要介護度や負担段階に関係なく共通料金

＊「介護保険負担限度額認定証」「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を取得された場合は

提出をお願いします。

125/日

医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、管理栄養士が栄養管理を行った場合に180日を限度
として加算

看取り介護加算
死亡日以前　4日～30日

看取り介護加算
死亡日以前　2日～3日

看取り介護加算
死亡日当日

711/日

排せつ支援加算（Ⅰ） 11/月

看取り介護加算
死亡日以前　31日～45日

Ⅰ

Ⅱ
75/日

医師により回復の見込みがないと診断され、入所者又はご家族等が看取りをご希望された場合
当施設又は居宅にて亡くなられた場合、死亡以前45日を上限として加算

看取り介護加算ⅠないしⅡのいずれかを算定
（医療の提供体制の整備ができている場合はⅡを算定）

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

医師が緊急時に早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入所者の診察を行った場合
早朝：6：00～8：00　夜間：18：00～22：00　深夜：22：00～6：00配置医師緊急時対応加算

（深夜の場合）

配置医師緊急時対応加算
（通常の勤務時間外の場合） 340/回 配置医師の早朝、夜間及び深夜の時間帯を除いた時間外に診察を行った場合に算定

1,359/回

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

再入所時栄養連携加算

個別機能訓練加算（Ⅲ） 21/日

機能訓練指導員により機能訓練計画の作成をし、訓練を行った場合

1,338/日
1,651/日

151/日
Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

815/日

医療機関に入院して経管栄養や嚥下調整食など大きく異なる栄養管理が必要となり栄養管理に調
整を行った場合

退所時相談援助加算

退所前連携加算 523/回 居宅介護支援事業所と退所前から連携し、情報提供とサービス提供を行った場合に加算（入所中
に1回）

家族との連絡調整のうえ、入所者が希望する居宅介護支援事業者に情報提供・利用調整を行った
場合

退所前訪問相談援助加算 481/回 入所中1回（または2回）を限度として加算

退所時情報提供加算 261/回 医療機関への退所する場合、、心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合に算定

418/回 入所者およびその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び居宅介護支援事業所
等に必要な情報を提供した場合に加算

認知症チームケア加算（Ⅱ） 125/日
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した者を１名以上配置し、チームを
組んだ上で、認知症の行動・心理症状の有無および程度についての計画、評価、
見直し等を行っている場合に算定

退所後訪問相談援助加算 481/回

個別機能訓練加算（Ⅰ）

29/日

配置医師緊急時対応加算
（早朝・夜間の場合） 679/回

退所後1回を限度として加算

在宅復帰支援機能加算 11/日

3/月
褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 14/月

21/月

個別機能訓練加算（Ⅱ） 21/日

経口移行加算

6/日

94/月

209/回

257/日

療養食加算

1ヶ月につき6日以内の外泊・入院をされた場合の費用

13/日

医師より発行された食事箋に基づき療養食を提供した場合に加算

外泊時費用

若年性認知症入所者受入加算

入
所
者
の
個
別
事
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に
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の

認知症チームケア加算（Ⅰ） 157/日
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した者を１名以上配置し、チームを
組んだ上で、認知症の行動・心理症状の有無および程度についての計画、評価、
見直し等を行っている場合に算定

単位：円

自立支援促進加算 293/日 自立支援に係る支援計画等を策定し、支援計画に従ったケアを実施した場合

褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画
を策定した場合

排せつに介護を要する入所者に対して適切な対応を行うことにより要介護状態の軽
減もしくは悪化の防止が見込まれると医師または看護職員が判断した場合、支援計
画を作成し支援を継続して実施した場合

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し、経口維持計画を作成し、管理栄養士が食
事摂取の管理を行った場合

口腔機能維持管理体制加算を算定し、かつ歯科衛生士による口腔ケアを月に2回以上実施してい
る場合

経口維持加算（Ⅰ） 418/月

経口維持加算（Ⅱ） 105/月

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 115/月

排せつ支援加算（Ⅱ） 16/月
排せつ支援加算（Ⅲ）

65歳未満の認知症入所者を受け入れた場合



 1割負担 地域密着型特別養護老人ホーム紬　入所料金表 令和6年8月1日現在

その他の料金 ☆要介護度や負担段階に関係なく共通料金

家族会の運営費用

実費
①入所者の希望に基づいて特別な食事を選択された場合
②施設全体の行事食として月1回程度実施
③各ユニット等で行う食事に関する行事の実施

300/月

複写物の交付

20/日
ご持参いただいた電気器具を居室内で使用される場合の費用
複数台ご使用いただいても同額のご負担となります
＊冬季のみ使用の電気器具については11月～3月の間の算定

10 1通につき

100 1通につき（入所証明書、領収証再発行など）文書料

理容・美容代

家族会費

特別な食事

娯楽・行事費用 実費

実費 入所者の希望による業者の定める金額

実費 入所者の希望による日常生活上の費用

電気器具使用料

その他の費用

1,000/月 当施設で、預金通帳、金融機関届出印、年金証書、現金などを管理した場合

実費 30円/ｋｍ（入所者急変時等の緊急時を除く）

貴重品管理

通院費用

入所者の希望により娯楽や行事に参加された場合


